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再選に当りて
過去4か年における足立の区政に

区民の皆様の厳正な御批判をいた

だき当選の栄を得玆に再度公選区長

に 就 任 させ て い た だ き ま し た。

就きましては従来の尊い経験と実績

を基調として抱負の実現にま

いしんいたしますことは勿論であ

りますか、何よりも差し当り手近

かな苦情や要望等の現実と取り組

み た い と 存 ず る 次 第 であ り ま す 。

足立区を愛する皆様の批判の前

に立ち益々良心と誠意をもつて今

後4か年間自治の充実に区民生活

の向上に挺身致したいと存じま

す。何卒区民の皆様の倍旧の御支

援と御鞭撻とをお願いしてやまな

い次第であります。

東 京 都 足 立 区 長

大 山 雅 二

= 犬 の飼主に 注意=
季節の変り目とともに狂犬病の発

生が増加する傾向になつてきたの

で今回犬の繋留期間か9月末日ま

で延期されることになつた。また

最近偽の捕獲人が犬を捕獲してい

るという噂もあるので都の捕獲人

である制服に都のマーク入りの腕

章、帽子に注意すること、捕獲さ

れた犬については保健所で所定の

手続を経たのちもらいさげること

になつているから、その場で金な

どをとる捕獲人には注意すること

などを保健所では要望している。

5月5日は子供の日、この日千葉県

上総湊にある区立養護学園で
は、去る4月10日入園した36
名の児童たちが、劇や作品展覧会
などを行つて大喜びであつた。海
岸の近 く小高い丘の上にあるこの
学園は、区が区内学校の虚弱児童

を収容して身心を鍛練する目的の

ために建てられたもので眺望絶佳

空気清澄の地である。写真上は

男の子達があげる鯉のぼりを庭の

一隅にあるブランコにのつてニコニ

コしながら眺めている所

5月7日から、区内官公衙野球大

会が新橋グランドで行われている

これには区内18の官公署が参

加し、公務をはなれた官公衙チー

ムのプレーに、一般区民がそれぞ

れ敵味方に別れて応援している風

景は、或る意味で、円滑な区政発

展への強力な一要素であるかも知

れないだろう。写真は大会会長足

立区長に対する選手代表の宣誓
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昭和26年度の区民税解説
今回地方税法の一部が改正になり、

昭和26年3月31日法律第95号で
公布施行されましたがこれに伴いまし
て、東京都特別区税条例と東京都足立

区特別区税条例の一部も近 く改正され

る予定 であります。 そこで さし当り区
民税の改正要点について解説してみた

いと思い ます 。
1　納税義務者

区 内 に住 所 を 有 す る 個 入

区内に事務所又は事業所を有する法

人

区内に事務所又は事業所を有する法

人 でな い社 団 又 は 財 団 で 代 表 者 又 は

管 理 人 の 定 め の あ る もの

その他でありまして、従来と変つた

主な点は、こんど法人に対しても均

等割の外に個人に対する所得税割と

同 じ よ う に 、 法 人 税 割 を 課 税 する よ

う にな つ た こ と で あ り ま す。

な お( 1) 前 年 中 にお い て 所 得 を 有

しな か つ た 者

( 2) 生活保護法の規定による

生 活 扶 助 を 受 け て い る 者

( 3) 不具者、未成年者、65

年以上の者又は寡婦( こ

れらの者が前年中におい

て10万円をこえる所得

を 有 した 場 合 を 除 く。)

に つ い て は 課 税 致 し ま せ ん 。

ここで寡婦というのは離婚若しくは

その夫が死亡したのち、婚姻をして

いないもの、又は夫の生死が明らか

でないもので、しかも扶養親族を有

するもの、と規定されております。

また同居の妻( 夫が均等割の納税義

務を負わない場合を除く。) に対し

て は 、 均 等 割 は 課 税 致 し ま せん 。

2　 課税標準及び税率

( 1) 個人の均等割
個人の均等割は従来800円

であつたのを700円に減額

されました。それと同時に均
等割を軽減することの出来る
者としては、次のように改正

されました。即ち( い) 均等割を納付

する義務がある扶養

親族を2人以上有する者及び

当該扶養親族、( ろ) いわゆ

る家業専従者となつており

その軽減する額は条例によつ

て 規 定 さ れ る こと に な つ て お

り ま す。

( 2) 法 人 の 均 等 割

法人の均等割は従来通り24

00円でありますが、その代

り従来「区内に二か所以上の

事務所又に事業所を有する法

人及び法人でない社団又は財

団 で代 表 者若 し く は 管 理 人 の

定 め の あ る も の の 均 等割 は そ

の 事 務 所 又 は 事 業 所 毎 に 」 課

税 し て い ま し た が 、 今 度 は 区

内 に 何 か 所 あ つ て も こ れを 一

つ の 納 税 義 務 者 と し て2400

円 だけ 課 税 す る こ と に な り

ま し た 。

( 3) 個人の所得税割

従来通り前年の所得税に対す

る18%であります。

( 4) 法 人 の 法 人 税 割

法入税の15%であります。

3　 賦課期日
( 1) 個人及び法人均等割

賦課期日とは或る一定の日現

在で課税をするその「或る一
定の日」のことを云い、区民
税の個人及び法人均等割の賦

課期日は、今度1月1日と改
め26 年度については特に4
月1 日と致しました。

( 2) 法人の法人税割
法人の法人税割は今度から創
設されたもので、それは26

年1月以降の法人所得に因る
法人税に対して課税され、そ
の決算当日が賦課期日になり

ます。
4　徴収方法

従来はすべて区から発付する徴税令

書によつて納付すると云う方法( 普

通徴収と云う) たつたのを今度から

こ の 外 に 特 別 徴 収 と申 告 納 付 の 三 つ

の 方 法 に 改 正 さ れ ま し た 。

( 1) 普通徴収

こ の 方 法 に よ る も の は 、 主 と

し て 給 与 所 得 以 外 の所 得 に 対

す る 区 民 税を 納 付 す る 個 人 で

あ り ま して 、 そ の 納 期 は6

月、8 月 、10 月、1 月 の4

回 に 分 れて お り ま す 。

また 法 人 に つ い て も 均 等 割

は 、 この 方 法 に よ るの で あ り

ま すが 、 そ の 納 期 は6 月 の1

回 で あ り ま す 。

( 2) 特別徴収

前年中に給与の支払を受けた

納税義務者のうち、本年度に

おいてもまた給与の支払を受

けている人については、その

人に支払はれる給与の中か

ら、均等割と給与に伴う所得

税割を合計した区民税を、毎

月一定額づつ給与支払者が徴

収して翌月10日までに、区

が指定した金融機関え納入す

る、いわゆる源泉徴収の方法

でありまして、主として納税

者の便益のために設けられた

制度であります。その手続を

簡単に申しますと、給与支払

者は4月1日現在、即ち賦課

期日に上記該当者( 3月以前

まで他の会社に勤務していた

者を含む。) の一覧表、即ち

給与支払報告書を4月20日

までに区え提出することにな

つております。これに基き区

は6月15日までに給与支払

者或いはその代理者を特別徴収

義務者として指定致しま

す。その指定書には6月から

27年3月までの10か月に

按分した一定額を明示すると

共に、特別徴収を受ける側の

人にも個人個人にその額を通

知致します。若し7月以降に転

退職その他異動を生じたと

きは、その都度特別徴収義務

者に区え異動届出書を提出し

区はこれに基き変更通知書を特

別徴収義務者に送付致しま

す。

( 3) 申 告 納 付

この方法は法人の法人税割の

みに用いられるのでありまし

て、法人は国税である法人税

の 申 告 書を 税 務 署 に 提 出 す る

期 日 まで に 、 区 え 法 人 税 割 申

告 書 を 提 出 し 、 同 時 に 区 民 税

法人 税 割 を 納 付 す る の であ り

ます 。 こ の 揚 合 法 人 税 額を 修

正 し 或 い は 更 正 さ れた こ とに

( 4 頁 につ づ く)
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大 山 区 長 再 選
投票率O. 793の成績

4月23日午前7時から区内36の投
票所で区議会議員、区長の選挙が一斉
に行われた。この日、旬日に亘る各立
候種者の政見発表演説会、街頭演説会
等に刺激されこれに加えて区民に最も

身近な関連を持つ選挙とあつて各投票
所とも頗る出足良く午後3時頃にはす

でに前回の投票率を上廻り午後6時に
は別表の通り今までに類のない好成績
を挙げた。この結果区長には前大山区

長が再び足立区長として選ばれ新区議
会議員と共に足立区が当面する幾多の
問題解決の任に当 ることになつた。

足立区 議会議 員
住 所　　　　　氏 名

本木町2の2097　　丸岡光一郞
五反野南町1. 288　大神田貞英

北鹿浜町1. 104　　矢萩三保三
栗原町1. 258　　　永井一已

千住末広町30　　佐々木和佐之助
五兵衛町26　　　永田うめじ
興野町243　　　　高野内善喜
柳原町76　　　　 中 山 元 一
南宮城町329　　　 阿出川 信 孝
興野町1. 125　　　片岡巖
本木町1の469　　淸水丑政

千住寿町82　　　遠峯富次
本木町1の719　　大石アヤメ
千住寿町29　　　鈴木銀藏

小 台町758　　　　 藤 來 勇
梅田町383　　　　新關正應
島根町958　　　　日比谷竹次郞

千住龍田町33　　淸水宗忠
千住中居町54　　江口兵藏
梅田町1. 734　　　田幡義雄
梅田町1. 259　　　江川長吉

長門町74　　　　 鈴 木 仲 二
大谷田町150　　　小川寅一

柳原町133　　　　 小 林 政 子
千住旭町66　　　佐野善次郞
千住3の1　　　　小林三四郞

千住大川町2　　　宮入五郞
梅田町962　　　　竹内源七
千住八千代町79　榮山一衞
千住緑町10　　　藤原忠志

千住2の18　　　　鯨岡兵輔
本木町3の5506　　岡田淸
上沼田町978　　　野口五郞平

千住旭町71　　　宮川平五郞

西 新井町1. 070　　 野 澤 冬 藏

日の出町1の301　新井龍祐

千住高砂町57　　島崎正治郞

小台町578　　　　丹下登

千住曙町41　　　岡本祐海

千住3の75　　　　大川正一

保木間町1.802　　荒井甚兵衞

本木町2の2.091　浦林光春

普賢寺町605　　　 臼 倉 瀧 藏

南鹿浜町45　　　淺古幸藏

昭 和26 年4 月23 日 執 行

区 議 会 議 員、区 長 選 挙

許可なしでは捕れぬ

食用蛙の採捕に注意

食用蛙はこれから漁期に入るが、この
食用蛙は輪出産業中重要なもので年々
アメリカ各地に送られ外貨獲得に役立
つており、年産6、000貫輸出集荷
数量は15、000貫を超えていた。
本区では堤北方面に多数棲息している
が最近乱獲をするために非常にその数
が減り輸出に影響をきたすようになつ
できたので、こんど漁業取締規則で許
可を得ているもののほか食用蛙を採捕
できなくなつた。特に子供による卵掬
い上げ等は蛙の増殖の点から一番困る
ことでそのようなことを未然に防ぐよ
う気がつき次第注意する様都から区に
対し要望してきているので区民各位の
協力を願いたい。
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★★★☆こ ど も の 週 間 ☆
★★★

=区で多彩な催し=
児童憲章の制定を記念しこどもの日母

の日を含む2週間をこどもの福祉を強
調する週間として全国一斉に国民運動が

展開されるのに伴い本区でも週間中

各小中学校のPTAを通じ児童憲章の

普及を図ると共に5月18、19の両

日に亘つて次のような行事が行われる
ことになつた。

児童委員(民生委員) 大会
5月18日午後1時から児童憲章の制

定を記念して区会議事堂で児童委員大

会が開かれる。大会内容は、児童憲章
の制定について～山高しげり女史、本

区における児童人身売買の真相につい
て～神崎淸氏がそれそれ講演する。又

同時に懸案の児童会館建設計画につい

ても討議が行われることになつてい
る。

児童と母親の潮干狩
5月23日区内の五反野、千住、本木
各都立保育園では園児と母親の潮干狩
を稲毛海岸で実施する。

都議会議員、都知事選挙
投 票 率 や や 下 る

4月23日に引き続いて30日午前7

時から都議会議員、都知事の選挙が行

われたが、前回の区議会、区長の選挙

に比較して直接関心が薄いせいか、投

票率はやや悪く、区の中心部における

投票率の変動は少なかつたが、堤北殊

に農村方面ではぐつと激減しているの

が 目 立つ てい た 。

―新都議会議員―
千住寿町40　　　加藤千太郞
千住東町3O　　　新井京太

東 島根町1975　　 鴨 下 榮 吉
日の出町1 の69　　 鈴 木 傳 一
粟原町831　　　　 森 敬之助

昭 和26 年4 月30 日 執 行

都 議 会議 員、都 知 事 選 挙
( 2 頁 よ り つ づ き)

因つて法人税額が増加した揚

合は、区民税法人税割額も追

加納付しなければならないこ

とは当然であります。

なお、区民税法人税割は、そ

の課税標準の算定期間中にお

いて有した事務所又は事業所

所在地の市町村長に同一の申

告書を夫々提出し、その事務

所 又 は 事 業 所 毎 の 従 業 員 数 に

按 分 し た 区 民 税 法 人 税 割 を 納

付 す る こ と に な つ て お り ま

す 。

5　 報 償 金

納 期 前 に 、 そ の 区 民 税 を 納 入 す る 場

合 、 区 か ら その 納 税 者 に交 付 す る 報

償 金 が 、 従 来 は 一 か 月1000 円 に

つ い て5 円 で あ つ た の を1000 円

につ い て10 円 に引 上 げ ら れ ま し

た 。

6　 結 び

以上が区民税についての概略であり

ますが、25年度は幸い区民各位の

深い御理解により、本区区民税の納

税成績は極めて良好であり、健全な

る区財政の進展に大いに貢献致した

次第でありますが、26年度につい

ても一層の御協力を御願い致しま

す。なお、今回納税貯蓄組合法が制

定されまして補助金の交付その他色

々な特典がありますから、この方法

による納税準備が一番よいと思いま

す。( 税務課)


